
  

 

１ 平成 19 年 4 月 2 日から平成 21 年 10 月 1 日に生まれた方で、平成 22 年 3 月 31

日までに日本脳炎の第１期の予防接種が終了していない者で、生後６か月から 90

か月又は９歳以上１3 歳未満にある方  

⑴ ４回のうち残り２回の日本脳炎の予防接種を行う場合は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

により、６日以上の間隔をおいて２回接種すること。なお、既に接種済みの１回と今回の接種

間隔については、６日以上の間隔をおくこと。 

⑵ ４回のうち残り１回の日本脳炎の予防接種を行う場合は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

により、１回接種すること。なお、既に接種済みの２回と今回の接種間隔については、６日以

上の間隔をおくこと。 

⑶ 全く受けていない者に行う予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、６日から 28

日までの間隔をおいて２回、追加接種については２回接種後概ね１年を経過した時期に１回

接種すること。 

 

２ 平成７年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日に生まれた者で、20 歳未満の方 

⑴ ４回のうち残り３回の日本脳炎の予防接種を行う場合（第１期の初回接種を１回受けた者）

は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、６日以上の間隔をおいて残り２回の第１期接種

を行うこととし、第２期接種は、９歳以上の者に対して、第１期終了後６日以上の間隔をおいて

行うこと。 

⑵ ４回のうち残り２回の日本脳炎の予防接種を行う場合（第１期の初回接種が終了した者）は

、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、６日以上の間隔をおいて第１期追加接種を行うこと

とし、第２期接種は、９歳以上の者に対して、第１期終了後６日以上の間隔をおいて行うこと。 

⑶ ４回のうち残り１回の日本脳炎の予防接種を行う場合（第１期の予防接種が終了した者）は

、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、第２期接種として、９歳以上の者に対して、第１期

接種終了後６日以上の間隔をおいて行うこと。 

⑷ 全く受けていない者に行う予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、第１期の初

回接種として６日から 28 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初回接種後おおむ

ね１年を経過した時期に１回接種すること。第２期接種は、９歳以上の者に対して第１期接種

終了後、６日以上の間隔をおいて１回接種すること。 
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